
国家公務員退職手当法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正

する政令の概要 

 

１  改正の趣旨 

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第１５号）が平成２２

年４月１日（一部については公布の日から起算して９月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日）の施行に伴い、所要の改正を行う。 

 
２  改正の概要 

雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６条第１号の２の削除、第３８

条第１項の改正及び第５６条の２が第５６条の３に条ずれすることに伴い、 

・ 国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号） 

・ 行政手続法施行令（平成６年政令第２６５号） 

の規定の整理を行う。 

 

３  閣  議 

 平成２２年３月３１日 

 

４  施行期日 

平成２２年４月１日 

 


